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(57)【要約】
【課題】ＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）
のアップリンクグラントを処理し、アップリンクグラン
トを誤用して伝送を行うのを防止する方法及び通信装置
を提供する。
【解決手段】方法は、ランダムアクセス応答メッセージ
に基づいて前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩ（セル無線ネ
ットワーク一時識別子）を設定する段階と、コンテンシ
ョン解消メッセージをモニターする段階と、ＰＤＣＣＨ
において一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンクグ
ラントを受信する段階と、アップリンクグラントに対応
する第一ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）プ
ロセスと、メッセージ３バッファに保存されるＭＡＣ　
ＰＤＵ（媒体アクセス制御プロトコルデータユニット）
を伝送するための第二ＨＡＲＱプロセスが異なった場合
に、アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段
階とを含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御
チャネル）のアップリンクグラントを処理する方法であって、
　ランダムアクセス応答メッセージに基づいて前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩ（セル無線
ネットワーク一時識別子）を設定する段階と、
　コンテンション解消メッセージをモニターする段階と、
　前記ＰＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンクグラントを受
信する段階と、
　前記アップリンクグラントに対応する第一ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）
プロセスと、メッセージ３バッファに保存されるＭＡＣ　ＰＤＵ（媒体アクセス制御プロ
トコルデータユニット）を伝送するための第二ＨＡＲＱプロセスが異なった場合に、前記
アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階とを含む、アップリンクグラントの
処理方法。
【請求項２】
　前記方法は更に、コンテンション解消タイマーを含む、請求項１に記載のアップリンク
グラントの処理方法。
【請求項３】
　前記方法は更に、前記ＵＥをコンテンションに成功しなかったものとみなす段階を含む
、請求項１または２に記載のアップリンクグラントの処理方法。
【請求項４】
　前記方法は更に、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを破棄する段階を含む、請求項１から３の何
れか１項に記載のアップリンクグラントの処理方法。
【請求項５】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントで新規データ伝送を実行しない、請求項１から４の何れか１項に記載のアップリンク
グラントの処理方法。
【請求項６】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントでデータ再送を実行しない、請求項１から５の何れか１項に記載のアップリンクグラ
ントの処理方法。
【請求項７】
　無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラントを処理するための
通信装置であって、
　処理方法を実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、
　前記ＣＰＵに結合され、前記処理方法を記憶する記憶装置とを含み、前記処理方法は、
　ランダムアクセス応答メッセージに基づいて前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する
段階と、
　コンテンション解消メッセージをモニターする段階と、
　前記ＰＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンクグラントを受
信する段階と、
　前記アップリンクグラントに対応する第一ＨＡＲＱプロセスと、メッセージ３バッファ
に保存されるＭＡＣ　ＰＤＵを伝送するための第二ＨＡＲＱプロセスが異なった場合に、
前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階とを含む、通信装置。
【請求項８】
　前記通信装置は更に、コンテンション解消タイマーを含む、請求項７に記載の通信装置
。
【請求項９】
　前記処理方法は更に、前記ＵＥをコンテンションに成功しなかったものとみなす段階を
含む、請求項７または８に記載の通信装置。
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【請求項１０】
　前記処理方法は更に、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを破棄する段階を含む、請求項７から９
の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントで新規データ伝送を実行しない、請求項７から１０の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントでデータ再送を実行しない、請求項７から１１の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラントを処理する方法で
あって、
　ランダムアクセス応答メッセージに基づいて前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する
段階と、
　コンテンション解消メッセージをモニターする段階と、
　前記ＰＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応する第二アップリンクグラント
を受信する段階と、
　前記第二アップリンクグラントの伝送データ量と、前記ランダムアクセス応答メッセー
ジにより提供される第一アップリンクグラントの伝送データ量が異なった場合に、前記第
二アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階とを含む、アップリンクグラント
の処理方法。
【請求項１４】
　前記方法は更に、コンテンション解消タイマーを含む、請求項１３に記載のアップリン
クグラントの処理方法。
【請求項１５】
　前記方法は更に、前記ＵＥをコンテンションに成功しなかったものとみなす段階を含む
、請求項１３または１４に記載のアップリンクグラントの処理方法。
【請求項１６】
　前記方法は更に、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを破棄する段階を含む、請求項１３から１５
の何れか１項に記載のアップリンクグラントの処理方法。
【請求項１７】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントで新規データ伝送を実行しない、請求項１３から１６の何れか１項に記載のアップリ
ンクグラントの処理方法。
【請求項１８】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントでデータ再送を実行しない、請求項１３から１７の何れか１項に記載のアップリンク
グラントの処理方法。
【請求項１９】
　無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラントを処理するための
通信装置であって、
　処理方法を実行するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに結合され、前記処理方法を記憶する記憶装置とを含み、前記処理方法は、
　ランダムアクセス応答メッセージに基づいて前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する
段階と、
　コンテンション解消メッセージをモニターする段階と、
　前記ＰＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応する第二アップリンクグラント
を受信する段階と、
　前記第二アップリンクグラントの伝送データ量と、前記ランダムアクセス応答メッセー
ジにより提供される第一アップリンクグラントの伝送データ量が異なった場合に、前記第
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二アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階とを含む、通信装置。
【請求項２０】
　前記通信装置は更に、コンテンション解消タイマーを含む、請求項１９に記載の通信装
置。
【請求項２１】
　前記処理方法は更に、前記ＵＥをコンテンションに成功しなかったものとみなす段階を
含む、請求項１９または２０に記載の通信装置。
【請求項２２】
　前記処理方法は更に、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩを破棄する段階を含む、請求項１９から
２１の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項２３】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントで新規データ伝送を実行しない、請求項１９から２２の何れか１項に記載の通信装置
。
【請求項２４】
　前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階では、前記アップリンクグラ
ントでデータ再送を実行しない、請求項１９から２３の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項２５】
　無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラントを処理する方法で
あって、
　ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階
と、
　メッセージ３でＣＣＣＨ　ＳＤＵ（共通制御チャネルサービスデータユニット）を伝送
する段階と、
　前記ＣＣＣＨ　ＳＤＵとマッチするコンテンション解消識別ＭＡＣ制御要素が含まれる
コンテンション解消メッセージを受信する段階と、
　前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩを前記ＵＥの前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる特定値に設定す
る段階とを含む、アップリンクグラントの処理方法。
【請求項２６】
　前記特定値は所定の演算規則に基づいて、前記ＵＥの前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩから求め
られる、請求項２５に記載のアップリンクグラントの処理方法。
【請求項２７】
　前記所定の演算規則はオフセット演算である、請求項２６に記載のアップリンクグラン
トの処理方法。
【請求項２８】
　前記所定の演算規則は補数演算である、請求項２６に記載のアップリンクグラントの処
理方法。
【請求項２９】
　前記特定値は所定値である、請求項２５に記載のアップリンクグラントの処理方法。
【請求項３０】
　無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラントを処理するための
通信装置であって、
　処理方法を実行するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに結合され、前記処理方法を記憶する記憶装置とを含み、前記処理方法は、
　ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階
と、
　メッセージ３でＣＣＣＨ　ＳＤＵを伝送する段階と、
　前記ＣＣＣＨ　ＳＤＵとマッチするコンテンション解消識別ＭＡＣ制御要素が含まれる
コンテンション解消メッセージを受信する段階と、
　前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩを前記ＵＥの前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる特定値に設定す
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る段階とを含む、通信装置。
【請求項３１】
　前記特定値は所定の演算規則に基づいて、前記ＵＥの前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩから求め
られる、請求項３０に記載の通信装置。
【請求項３２】
　前記所定の演算規則はオフセット演算である、請求項３１に記載の通信装置。
【請求項３３】
　前記所定の演算規則は補数演算である、請求項３１に記載の通信装置。
【請求項３４】
　前記特定値は所定値である、請求項３０に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアップリンクグラント（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｇｒａｎｔ）を処理する方法及び通信
装置に関し、特に無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＰＤＣＣＨ（物理ダ
ウンリンク制御チャネル）のアップリンクグラントを処理し、アップリンクグラントを誤
用して伝送を行うのを防止する方法及び通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）無線通信システムは、第三世代移
動通信システム（例えばＵＭＴＳ（汎用移動通信システム））をもとに確立されたアドバ
ンスド高速無線通信システムである。ＬＴＥ無線通信システムはパケット交換のみサポー
トし、そのＲＬＣ（無線リンク制御）通信プロトコル層とＭＡＣ（媒体アクセス制御）通
信プロトコル層は基地局（ノードＢ）とＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）に別々
に設けなくてもよく、同一の通信ネットワークエンティティー（例えば基地局（ノードＢ
））に統合できるので、システム構造が比較的に簡単である。
【０００３】
　ＬＴＥ無線通信システムにおいて、ＵＥで無線ネットワークリソースにアクセスすると
きは、予め周辺の基地局に接続してタイミングと周波数を同期し、ネットワークからブロ
ードキャストされるシステム情報を受信しておかなければならない。ＵＥは受信したシス
テムメッセージとパラメータに基づいて、ランダムアクセスチャネルでアクセスリクエス
トを発信する。ランダムアクセスをトリガーする要因としては、（１）初期アクセス（Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　Ａｃｃｅｓｓ）リクエスト、（２）接続再確立（Ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈ
ｍｅｎｔ）リクエスト、（３）ハンドオーバーリクエスト、（４）アップリンクデータ着
信（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ａｒｒｉｖａｌ）、（５）ダウンリンクデータ着信（Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ａｒｒｉｖａｌ）などがある。複数のＵＥからの複数のアクセ
スリクエストは、同じ時間帯に基地局に着信する場合がある。ランダムアクセスプロセス
は、コンテンションベース方式（例えばＵＥで初期アクセスを実行するときに利用される
方式）と、非コンテンションベース方式（例えばハンドオーバー時、基地局のコマンドに
より起動されるランダムアクセスプロセス）という２種類がある。
【０００４】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３２１　ｖ８．２．０の仕様書によれば、コンテンションベー
ス方式のランダムアクセスプロセスは主として、メッセージ１、メッセージ２、メッセー
ジ３、及びメッセージ４など４種類のメッセージの交換により構成される。メッセージ１
とメッセージ３はＵＥのアップリンク方向に適用され、メッセージ２とメッセージ４はＵ
Ｅのアップリンク方向に適用される。まずはメッセージ１で、ＵＥによりランダムに選ば
れたランダムアクセスプリアンブルをネットワークに送信し、アップリンクグラントを求
める。このとき、複数のＵＥが同じランダムアクセスプリアンブルを選定してネットワー
クに送信する場合がある。次に、ネットワークはランダムアクセスプリアンブルを送信し
たＵＥにメッセージ２（ランダムアクセス応答メッセージとも呼ばれる）を送信する。メ
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ッセージ２は、ＵＥに割り当てられるアップリンクグラントと一時的Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、一時的セル無線ネットワーク一時識別子）を運ぶ。この
場合、メッセージ１で同じランダムアクセスプリアンブルを選定した複数のＵＥは、すべ
て同じメッセージ２をモニターし、同じアップリンクグラントと一時的Ｃ－ＲＮＴＩを取
得し、更に同じアップリンクグラントでメッセージ３を送信するので、ＵＥ間にコンテン
ション（回線争奪）が発生する。メッセージ３は主としてアップリンク伝送データとＵＥ
　ＩＤ（ユーザー端末識別子）を運び、メッセージ４（コンテンション解消メッセージと
も呼ばれる）はネットワークによるコンテンション解消に用いられる。
【０００５】
　メッセージ４の処理方式は、メッセージ３で運ばれるＵＥ　ＩＤの種類によって異なる
。メッセージ３で運ばれるＵＥ　ＩＤは一般に、Ｃ－ＲＮＴＩ　ＭＡＣ制御要素（セル無
線ネットワーク一時識別子媒体アクセス制御要素）とＣＣＣＨ　ＳＤＵ（共通制御チャネ
ルサービスデータユニット）という２種類がある。Ｃ－ＲＮＴＩ　ＭＡＣ制御要素はＭＡ
Ｃ層により生成される制御要素（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）である。ＣＣＣＨ　
ＳＤＵは、ＲＲＣ（無線リソース制御）接続リクエストまたはＲＲＣ接続再確立リクエス
トを実行するために、ＲＲＣ層で生成されるものである。Ｃ－ＲＮＴＩ　ＭＡＣ制御要素
を運ぶメッセージ３をネットワークに送信すると、ＵＥはそれと同時にコンテンション解
消タイマーを起動し、ＰＤＣＣＨにおいて同じＣ－ＲＮＴＩに対して送信されるアップリ
ンクグラントの有無を確認するようにＰＤＣＣＨをモニターする。もっとも、ダウンリン
クデータの着信によりトリガーされるランダムアクセスプロセスの場合では、必ずしもア
ップリンクグラントを確認するわけではない。モニターの結果により同じＣ－ＲＮＴＩが
発見されれば、コンテンションに成功したと判断する。コンテンション解消タイマーの終
了時まで同じＣ－ＲＮＴＩを発見できない場合は、コンテンションに失敗したと判断し、
ランダムアクセスプロセスを再び実行する。
【０００６】
　また、ＵＥはＣＣＣＨ　ＳＤＵを運ぶメッセージ３をネットワークに送信するときにお
いてもコンテンション解消タイマーを起動する。この場合、ＵＥはメッセージ２から受信
した一時的Ｃ－ＲＮＴＩを利用してＰＤＣＣＨをモニターし、メッセージ４を受信する。
しかし前述のように、メッセージ１で同じランダムアクセスプリアンブルを選定したＵＥ
は、すべて同じメッセージ２をモニターし、同じアップリンクグラントと一時的Ｃ－ＲＮ
ＴＩを取得する。そのため、一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信されるメッセージ４がネッ
トワークから送信されれば、同じ一時的Ｃ－ＲＮＴＩを有するコンテンション関係にある
ＵＥはすべてメッセージ４を受信する。そうすると、ＵＥはメッセージ４を復号して得た
コンテンション解消識別（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ）ＭＡＣ制御要素を、メッセージ３で運ばれるＣＣＣＨ　ＳＤＵと比較しなければな
らない。比較の結果、両者がマッチすればコンテンションに成功したと判断し、両者がマ
ッチしなければコンテンションに失敗したと判断する。また、コンテンション解消タイマ
ーの終了時まで同じ一時的Ｃ－ＲＮＴＩを発見できない場合も、コンテンションに失敗し
たと判断する。コンテンションに成功したＵＥは、ネットワークから割り当てられた伝送
リソースでデータ伝送を行い、コンテンションに失敗したＵＥは、ランダムアクセスプロ
セスを再び実行する。
【０００７】
　図１を参照する。図１は従来のコンテンション解消動作を表す説明図である。ユーザー
端末Ａは時点Ｓにネットワークに対してＣＣＣＨ　ＳＤＵを運ぶメッセージ３を送信する
。それと同時にコンテンション解消タイマーを起動し、ＰＤＣＣＨにおいて一時的Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ（メッセージ２から受信される）をモニターする。次に時点Ｔにメッセージ４を受
信し、その復号結果によりコンテンションに成功したと判断する。そうすると、ユーザー
端末Ａはコンテンション解消タイマーを停止し、前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩをそのＣ－ＲＮ
ＴＩとする。最後に、ユーザー端末Ａは肯定応答ＡＣＫをネットワークに送信し、ネット
ワークはユーザー端末ＡのＣ－ＲＮＴＩに基づいてアップリンクグラント（時点Ｕ）を割
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り当てる。したがって、ユーザー端末Ａは時点Ｖにアップリンク伝送を行うことができる
。
【０００８】
　図１を再び参照する。仮にユーザー端末Ｂとユーザー端末Ａの間にコンテンションが発
生し、時点Ｓにネットワークに対してＣ－ＲＮＴＩ　ＭＡＣ制御要素を運ぶメッセージ３
を送信するとすれば、ユーザー端末Ｂはコンテンション解消タイマーを起動し、ＰＤＣＣ
ＨでＣ－ＲＮＴＩと一時的Ｃ－ＲＮＴＩ（メッセージ２から受信されるもの）をモニター
する。一時的Ｃ－ＲＮＴＩをモニターする理由は、アップリンク適応再送グラント(Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇｒａｎｔ)をモニター
するからである。メッセージ３のアップリンク伝送が失敗すれば、ネットワークは一時的
Ｃ－ＲＮＴＩで伝送リソースを割り当て、ユーザー端末Ｂにメッセージ３を再送させる。
図１によれば、ユーザー端末Ａが時点Ｔにコンテンションに成功したが、コンテンション
解消タイマーが未だに終了していないので、ユーザー端末Ｂは自己がコンテンションに失
敗したことを知ることができない。したがって、ユーザー端末Ｂはユーザー端末Ａと同じ
一時的Ｃ－ＲＮＴＩでアップリンクグラントをモニターし続ける。そうすると、ユーザー
端末Ｂは時点Ｕにアップリンクグラントをモニターし、時点Ｖにユーザー端末Ａのアップ
リンクグラントを誤用して伝送を行うようになる。この場合、コンテンションに成功した
ＵＥ（ユーザー端末Ａ）は伝送を正常に実行することができず、ネットワークリソースは
無駄にされる。
【０００９】
　また、メッセージ３で運ばれるＵＥ　ＩＤがＣＣＣＨ　ＳＤＵであった場合でも、アッ
プリンクグラントの誤用が発生しうる。図１を再び参照する。ユーザー端末Ｃとユーザー
端末Ａの間にコンテンションが発生し、時点ＳにＣＣＣＨ　ＳＤＵを運ぶメッセージ３を
ネットワークに送信するとすれば、ユーザー端末Ｃはコンテンション解消タイマーを起動
し、ＰＤＣＣＨでＣ－ＲＮＴＩ（メッセージ２から受信される）をモニターする。ユーザ
ー端末Ｃは時点Ｔにメッセージ４を受信して復号した後に、ＵＥ　ＩＤの比較を行い、マ
ッチしなければ自己がコンテンションに失敗したと判断し、ランダムアクセスプロセスを
再び実行する。しかし、コンテンション解消タイマーの終了時までメッセージ４を正常に
受信しなかったか、またはメッセージ４の復号に失敗した場合では、ユーザー端末Ｃは自
己がコンテンションに失敗したことを知ることができず、同じ一時的Ｃ－ＲＮＴＩでアッ
プリンクグラントをモニターし続ける。そうすると、ユーザー端末Ｃは時点Ｕにアップリ
ンクグラントをモニターし、時点Ｖにユーザー端末Ａに割り当てられたアップリンクグラ
ントを誤用して伝送を行うようになる。この場合、コンテンションに成功したＵＥ（ユー
ザー端末Ａ）は伝送を正常に実行できない。
【００１０】
　前述のように、ＵＥから送信されるメッセージ３がＣＣＣＨ　ＳＤＵを運ぶ場合、メッ
セージ４の復号後にコンテンションに成功したと判断されるＵＥは、一時的Ｃ－ＲＮＴＩ
を自己のＣ－ＲＮＴＩとみなす。そのため、コンテンション関係にある他ＵＥが特定の原
因により、自己がコンテンションに失敗したことを知らない場合では、コンテンションに
成功したＵＥと同じ一時的Ｃ－ＲＮＴＩでアップリンクグラントをモニターし続け、アッ
プリンクグラントを誤用して伝送を行うことがありうる。そうすれば、コンテンションに
成功したＵＥは伝送を正常に実行することができず、ネットワークリソースは無駄にされ
る。これが本発明により解決すべき問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明では、ＰＤＣＣＨのアップリンクグラントを処理し、アップリンクグラントを誤
用して伝送を行うのを防止する方法及び通信装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明では、無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＰＤＣＣＨ（物理ダウ
ンリンク制御チャネル）のアップリンクグラントを処理する方法を開示する。同方法は、
ランダムアクセス応答メッセージに基づいて前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩ（セル無線ネ
ットワーク一時識別子）を設定する段階と、コンテンション解消メッセージをモニターす
る段階と、ＰＤＣＣＨにおいて一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンクグラントを受
信する段階と、アップリンクグラントに対応する第一ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピー
ト要求）プロセスと、メッセージ３バッファに保存されるＭＡＣ　ＰＤＵ（媒体アクセス
制御プロトコルデータユニット）を伝送するための第二ＨＡＲＱプロセスが異なった場合
に、アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階とを含む。
【００１３】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラント
を処理するための通信装置を開示する。同通信装置は、処理方法を実行するＣＰＵ（中央
処理装置）と、ＣＰＵに結合され、処理方法を記憶する記憶装置とを含む。処理方法は、
ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階と
、コンテンション解消メッセージをモニターする段階と、ＰＤＣＣＨにおいて一時的Ｃ－
ＲＮＴＩに対応するアップリンクグラントを受信する段階と、アップリンクグラントに対
応する第一ＨＡＲＱプロセスと、メッセージ３バッファに保存されるＭＡＣ　ＰＤＵを伝
送するための第二ＨＡＲＱプロセスが異なった場合に、アップリンクグラントでデータ伝
送を実行しない段階とを含む。
【００１４】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラント
を処理する方法を開示する。同方法は、ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥ
の一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階と、コンテンション解消メッセージをモニターする
段階と、ＰＤＣＣＨにおいて一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応する第二アップリンクグラントを
受信する段階と、第二アップリンクグラントの伝送データ量と、ランダムアクセス応答メ
ッセージにより提供される第一アップリンクグラントの伝送データ量が異なった場合に、
第二アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段階とを含む。
【００１５】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラント
を処理するための通信装置を開示する。同通信装置は、処理方法を実行するＣＰＵと、Ｃ
ＰＵに結合され、処理方法を記憶する記憶装置とを含む。同処理方法は、ランダムアクセ
ス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階と、コンテンショ
ン解消メッセージをモニターする段階と、ＰＤＣＣＨにおいて一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応
する第二アップリンクグラントを受信する段階と、第二アップリンクグラントの伝送デー
タ量と、ランダムアクセス応答メッセージにより提供される第一アップリンクグラントの
伝送データ量が異なった場合に、第二アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない段
階とを含む。
【００１６】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラント
を処理する方法を開示する。同方法は、ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥ
の一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階と、メッセージ３でＣＣＣＨ　ＳＤＵ（共通制御チ
ャネルサービスデータユニット）を伝送する段階と、コンテンション解消メッセージを受
信する段階と、このコンテンション解消メッセージに含まれるコンテンション解消識別Ｍ
ＡＣ制御要素は前記ＣＣＣＨ　ＳＤＵとマッチし、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩをＵＥの一時的Ｃ
－ＲＮＴＩと異なる特定値に設定する段階とを含む。
【００１７】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＰＤＣＣＨのアップリンクグラント
を処理するための通信装置を開示する。同方法は、処理方法を実行するＣＰＵと、ＣＰＵ
に結合され、処理方法を記憶する記憶装置とを含む。処理方法は、ランダムアクセス応答
メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩを設定する段階と、メッセージ３でＣＣ
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ＣＨ　ＳＤＵを伝送する段階と、コンテンション解消メッセージを受信する段階と、この
コンテンション解消メッセージに含まれるコンテンション解消識別ＭＡＣ制御要素はＣＣ
ＣＨ　ＳＤＵとマッチし、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩを前記ＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる
特定値に設定する段階とを含む。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　かかる方法及び装置の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照にして
以下に説明する。
【００１９】
　図２を参照する。図２は無線通信システム１０００を表す説明図である。無線通信シス
テム１０００は望ましくはＬＴＥシステムであり、概してネットワークと複数のＵＥ（ユ
ーザー端末）を含む。図２に示すネットワークとＵＥは無線通信システム１０００の構造
を説明するために用いるに過ぎない。実際、ネットワークは要求に応じて複数の基地局、
ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラー）を含みうる。ＵＥは携帯電話、コンピュータ
システムなどの装置である。
【００２０】
　図３を参照する。図３は無線通信装置１００のブロック図である。無線通信装置１００
は図２に示すＵＥを実施する。説明を簡素化するために、図３では無線通信装置１００の
入力装置１０２、出力装置１０４、制御回路１０６、ＣＰＵ（中央処理装置）１０８、記
憶装置１１０、プログラム１１２及びトランシーバー１１４のみ示している。無線通信装
置１００では、制御回路１０６はＣＰＵ１０８で記憶装置１１０に記憶されたプログラム
１１２を実行し、無線通信装置１００の動作を制御する。無線通信装置１００は入力装置
１０２（例えばキーボード）でユーザーが入力した信号を受信し、出力装置１０４（スク
リーン、スピーカーなど）で映像、音声などの信号を出力する。無線信号を受発信するト
ランシーバー１１４は受信した信号を制御回路１０６に送信し、または制御回路１０６に
よる信号を無線で出力する。言い換えれば、通信プロトコルに当てはめれば、トランシー
バー１１４は第一層の一部とみなされ、制御回路１０６は第二層と第三層の機能を実施す
る。
【００２１】
　図４を参照する。図４は図３に示すプログラム１１２を表す説明図である。プログラム
１１２はアプリケーション層２００と、第三層インターフェイス２０２と、第二層インタ
ーフェイス２０６とを含み、第一層インターフェイス２１８に接続されている。第三層イ
ンターフェイス２０２はＲＲＣ（無線リソース制御）層インターフェイスを含み、リソー
ス制御を実施する。第二層インターフェイス２０６はＲＬＣ（無線リンク制御）層インタ
ーフェイスとＭＡＣ（媒体アクセス制御）層インターフェイスを含み、リンク制御を実施
する。第一層インターフェイス２１８は物理接続を実施する。
【００２２】
　ＬＴＥ無線通信システムにおいて、コンテンション関係にあるＵＥは、自己がコンテン
ションに失敗したことを知る前に、コンテンションに成功したＵＥと同じ一時的Ｃ－ＲＮ
ＴＩでアップリンクグラントをモニターするので、アップリンクグラントを誤用して伝送
を行うようになる。それに鑑みて、本発明の実施例では、コンテンションに失敗したＵＥ
がアップリンクグラントを誤用するのを防ぐために、プログラム１１２にアップリンクグ
ラント処理プログラム２２０を設ける。図５を参照する。図５は本発明の実施例による方
法５０のフローチャートである。下記方法５０は無線通信システム１０００のＵＥによる
アップリンクグラントの処理に用いられる。
【００２３】
　ステップ５００：開始。
　ステップ５０２：ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴ
Ｉを設定する。
　ステップ５０６：コンテンション解消メッセージをモニターする。
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　ステップ５０８：ＰＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンク
グラントを受信する。
　ステップ５１０：前記アップリンクグラントに対応する第一ＨＡＲＱ（ハイブリッド自
動リピート要求）プロセスと、メッセージ３バッファに保存されるＭＡＣ　ＰＤＵ（媒体
アクセス制御プロトコルデータユニット）を伝送するための第二ＨＡＲＱプロセスが異な
った場合に、前記アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない。
　ステップ５１２：終了。
【００２４】
　以上のように、まずＵＥはランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ
－ＲＮＴＩを設定する。次に、ＵＥでコンテンション解消メッセージをモニターする。Ｐ
ＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンクグラントを受信すれば
、このアップリンクグラントに対応する第一ＨＡＲＱプロセスを、メッセージ３バッファ
に保存されるＭＡＣ　ＰＤＵを伝送するための第二ＨＡＲＱプロセスと比較する。第一Ｈ
ＡＲＱプロセスと第二ＨＡＲＱプロセスが異なった場合、ＵＥは前記アップリンクグラン
トでデータ伝送を実行しない。ここでいうデータ伝送とは新規伝送または再送である。
【００２５】
　注意すべきは、ＵＥで受信したアップリンクグラントに対応するＨＡＲＱプロセスが、
メッセージ３バッファに保存されるＭＡＣ　ＰＤＵを伝送するためのＨＡＲＱプロセスと
異なることは、同ＵＥがコンテンションに失敗したことを意味する。したがって、本発明
の実施例では同ＵＥをコンテンションに成功しなかったものとみなし、コンテンション解
消タイマーを停止し、ランダムアクセスプロセスのコンテンションを終了させる。それと
同時に、ＵＥはメッセージ２で設定された一時的Ｃ－ＲＮＴＩを破棄し、この一時的Ｃ－
ＲＮＴＩでモニターを行い、アップリンクグラントを誤用して伝送を行うのを防止する。
【００２６】
　簡単に言えば、本発明の実施例ではＨＡＲＱプロセスを比較することでＵＥがコンテン
ションに失敗したかを判断するので、コンテンションに失敗したＵＥが自己がコンテンシ
ョンに失敗したと知らずにアップリンクグラントを誤用して伝送を行うのを防止する。そ
うすると、コンテンションに成功したＵＥは正常な伝送を実行することができ、ネットワ
ークリソースの使用効率は向上する。
【００２７】
　図６を参照する。図６は本発明の他実施例による方法６０のフローチャートである。下
記方法６０は無線通信システム１０００のＵＥによるアップリンクグラントの処理に用い
られる。
【００２８】
　ステップ６００：開始。
　ステップ６０２：ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴ
Ｉを設定する。
　ステップ６０６：コンテンション解消メッセージをモニターする。
　ステップ６０８：ＰＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応する第二アップリ
ンクグラントを受信する。
　ステップ６１０：第二アップリンクグラントの伝送データ量と、ランダムアクセス応答
メッセージにより提供される第一アップリンクグラントの伝送データ量が異なった場合に
、第二アップリンクグラントでデータ伝送を実行しない。
　ステップ６１２：終了。
【００２９】
　以上のように、まずＵＥはランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ
－ＲＮＴＩを設定する。次に、ＵＥでコンテンション解消メッセージをモニターする。Ｐ
ＤＣＣＨにおいて前記一時的Ｃ－ＲＮＴＩに対応するアップリンクグラントを受信すれば
、第二アップリンクグラントの伝送データ量を、ランダムアクセス応答メッセージにより
提供される第一アップリンクグラントの伝送データ量と比較する。第二アップリンクグラ
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ントの伝送データ量と、ランダムアクセス応答メッセージにより提供される第一アップリ
ンクグラントの伝送データ量が異なった場合、ＵＥは前記アップリンクグラントでデータ
伝送を実行しない。ここでいうデータ伝送とは新規伝送または再送である。
【００３０】
　言い換えれば、ＵＥで受信したアップリンクグラントの伝送データ量と、メッセージ２
から受信したアップリンクグラントの伝送データ量が異なることは、同ＵＥがコンテンシ
ョンに失敗したことを意味する。したがって、本発明の実施例では同ＵＥをコンテンショ
ンに成功しなかったものとみなし、コンテンション解消タイマーを停止し、ランダムアク
セスプロセスのコンテンションを終了させる。それと同時に、ＵＥはメッセージ２で設定
された一時的Ｃ－ＲＮＴＩを破棄し、この一時的Ｃ－ＲＮＴＩでモニターを行い、アップ
リンクグラントを誤用して伝送を行うのを防止する。
【００３１】
　簡単に言えば、本発明の実施例ではアップリンクグラントの伝送データ量を比較するこ
とで、ＵＥがコンテンションに失敗したかを判断し、コンテンションに失敗したＵＥが自
己がコンテンションに失敗したと知らずにアップリンクグラントを誤用して伝送を行うの
を防止する。そうすると、コンテンションに成功したＵＥは正常な伝送を実行することが
でき、ネットワークリソースの使用効率は向上する。
【００３２】
　図７を参照する。図７は本発明の他実施例による方法７０のフローチャートである。下
記方法７０は無線通信システム１０００のＵＥによるアップリンクグラントの処理に用い
られる。
【００３３】
　ステップ７００：開始。
　ステップ７０２：ランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ－ＲＮＴ
Ｉを設定する。
　ステップ７０４：メッセージ３でＣＣＣＨ　ＳＤＵを伝送する。
　ステップ７０６：コンテンション解消メッセージを受信する。このコンテンション解消
メッセージに含まれるコンテンション解消識別ＭＡＣ制御要素は、前記ＣＣＣＨ　ＳＤＵ
とマッチする。
　ステップ７０８：前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩを特定値に設定する。この特定値は前記ＵＥ
の一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる。
　ステップ７１０：終了。
【００３４】
　以上のように、まずＵＥはランダムアクセス応答メッセージに基づいてＵＥの一時的Ｃ
－ＲＮＴＩを設定する。次に、ＵＥはメッセージ３でＣＣＣＨ　ＳＤＵを伝送する。コン
テンション解消メッセージを受信したとき、コンテンション解消メッセージに含まれるコ
ンテンション解消識別ＭＡＣ制御要素がメッセージ３で運ばれる前記ＣＣＣＨ　ＳＤＵと
マッチすれば、本発明の実施例ではＵＥのＣ－ＲＮＴＩを、一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる
特定値に設定する。
【００３５】
　ＵＥで受信したコンテンション解消メッセージに含まれるコンテンション解消識別ＭＡ
Ｃ制御要素と、メッセージ３で運ばれるＣＣＣＨ　ＳＤＵがマッチすることは、同ＵＥが
コンテンションに成功したことを意味する。したがって、本発明の実施例ではコンテンシ
ョンに成功したＵＥのＣ－ＲＮＴＩを一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる特定値に設定し、コン
テンションに成功したＵＥがコンテンションに失敗したＵＥと同じＵＥ　ＩＤを利用する
ことによるアップリンクグラントの誤用を防止する。前記特定値は、所定の演算規則（例
えばオフセット演算または補数演算）で一時的Ｃ－ＲＮＴＩから求めるか、または所定値
である（例えばランダムアクセス応答メッセージ（メッセージ２）による所定値）。もっ
とも、本発明はそれに限らず、当業者による修正が可能である。
【００３６】
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　したがって、本発明の実施例ではコンテンションに成功したＵＥのＣ－ＲＮＴＩを一時
的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる値に設定することで、そのＣ－ＲＮＴＩの値がコンテンションに
失敗したＵＥのＣ－ＲＮＴＩと異なるのを確保し、コンテンションに失敗したＵＥが一時
的Ｃ－ＲＮＴＩでモニターしてコンテンションに成功したＵＥに割り当てられたアップリ
ンクグラントを誤用するのを防止する。
【００３７】
　従来の技術では、ＵＥは自己がコンテンションに失敗したと知らなければ、本来の一時
的Ｃ－ＲＮＴＩを利用し続けアップリンクグラントをモニターするので、コンテンション
に成功したＵＥに割り当てられたアップリンクグラントを誤用して伝送を行うようになる
。したがって、コンテンションに成功したＵＥは正常な伝送を実行することができない。
それに鑑みて、本発明の実施例では３種類の解決策を提供する。第一は、ＵＥで受信した
アップリンクグラントに対応するＨＡＲＱプロセスを、メッセージ３バッファに保存され
るＭＡＣ　ＰＤＵを伝送するためのＨＡＲＱプロセスと比較することで、ＵＥがコンテン
ションに失敗したかを判断する。第二は、ＵＥで受信したアップリンクグラントの伝送デ
ータ量を、メッセージ２から受信したアップリンクグラントの伝送データ量と比較するこ
とで、ＵＥがコンテンションに失敗したかを判断する。第三は、ＵＥがコンテンションに
成功したと判断すれば、そのＣ－ＲＮＴＩを一時的Ｃ－ＲＮＴＩと異なる値に設定する。
したがって、本発明の実施例ではコンテンションに失敗したＵＥがアップリンクグラント
を誤用して伝送を行い、コンテンションに成功したＵＥが正常な伝送を実行できないのを
防止することができる。
【００３８】
　まとめて言えば、本発明の実施例ではアップリンクグラントの誤用を防止し、ネットワ
ークリソースの使用効率を向上させるアップリンクグラントの処理方法を提供する。
【００３９】
　以上は本発明に好ましい実施例であって、本発明の実施の範囲を限定するものではない
。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、本発明の精神の下においてな
され、本発明に対して均等の効果を有するものは、いずれも本発明の特許請求の範囲に属
するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】従来のコンテンション解消動作を表す説明図である。
【図２】無線通信システムを表す説明図である。
【図３】無線通信装置のブロック図である。
【図４】図３に示すプログラムを表す説明図である。
【図５】本発明の実施例による方法のフローチャートである。
【図６】本発明の他実施例による方法のフローチャートである。
【図７】本発明の他実施例による方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００４１】
１００　無線通信装置
１０２　入力装置
１０４　出力装置
１０６　制御回路
１０８　ＣＰＵ
１１０　記憶装置
１１２　プログラム
１１４　トランシーバー
２００　アプリケーション層
２０２　第三層インターフェイス
２０６　第二層インターフェイス
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２１８　第一層インターフェイス
２２０　アップリンクグラント処理プログラム
１０００　無線通信システム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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